大阪府私立専修学校専門課程質保証・向上補助金　実施要領　新旧対照表
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	新
	旧

	大阪府私立専修学校専門課程質保証・向上補助金　実施要領
第2条　交付要綱第３条に定める補助事業は次のとおりとする。

（１）～（３）略
（４）学生の修学支援に係る体制整備

学生が安心して学べる環境を整えるために、学生の学校生活、家庭及び進路の悩みに寄り添う専門人材を配置した学生相談体制の整備及び研修の実施

なお、専門人材とは、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、特別支援教育士、社会福祉士、キャリアコンサルタント、ファイナンシャル・プランニング技能士等の有資格者のほか、専門的なアプローチで学生の問題に寄り添うことができる同等の能力を有する者をいう。
別表１（実施要領第３条関係）
補助事業

内容

費目

（１）
産学連携による演習・実習等
・企業等の者が外部講師として校内で実施する演習・実習等（設置者が会場を借り上げて実施する場合を含む）

・企業等における現場実習（連携先企業等の事務所、店舗、病院、研究所等の事業現場）

※ただし、対象の学科の分野に関連した演習・実習等に限る
対象

・企業等から招へいする外部講師（現に実務を行っている者に限る）に係る謝礼及び旅費
・現場実習に係る学生の旅費及び損害保険料（設置者が負担するものに限る）
・演習・実習等に係る消耗品費（教材費及び材料費）
・演習・実習等の実施に係る委託料
・演習・実習等の実施に係る会場借上費

対象外

・契約の形態や呼称の如何を問わず、通常授業に係る講師の報酬及び旅費等
・飲食費

（２）～（３）略
（４）
学生の修学支援に係る体制整備
・学生相談室の運営

・SNS等を活用した相談業務の実施
・心身の健康増進、将来設計に関する学生の知識向上のための研修及びセミナー等の実施
・教員の対応力向上のための研修及びセミナー等の参加並びに専門人材への相談
対象

・専門人材への謝礼及び旅費
・研修及びセミナー等の参加に係る教員の旅費及び参加料（設置者が負担するものに限る）

・学生相談室等の運営に係る委託料
・研修及びセミナー等の実施に係る会場借上費
対象外

・設置者が直接雇用する専門人材への報酬及び旅費
別表２（実施要領第４条関係）
１　略
優先順位
交付を受けようとする学校
実施する補助事業
２
職業実践専門課程の
認定がある学科をもつ学校
（３）第三者評価の実施・公表
または（４）学生の修学支援に係る体制整備を含む場合
３
上記以外
４
初めて申請または過去２年間に本補助事業の実績がない学校
（３）第三者評価の実施・公表
または（４）学生の修学支援に係る体制整備を含む場合
５
上記以外
６
上記以外の学校
（３）第三者評価の実施・公表
または（４）学生の修学支援に係る体制整備を含む場合
７
上記以外

	大阪府私立専修学校専門課程質保証・向上補助金　実施要領
第2条　交付要綱第３条に定める補助事業は次のとおりとする。

（１）～（３）略
（４）生徒の修学支援に係る体制整備

生徒が安心して学べる環境を整えるために、生徒の学校生活、家庭及び進路の悩みに寄り添う専門人材を配置した生徒相談体制の整備及び研修の実施

なお、専門人材とは、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、特別支援教育士、社会福祉士、キャリアコンサルタント、ファイナンシャル・プランニング技能士等の有資格者のほか、専門的なアプローチで生徒の問題に寄り添うことができる同等の能力を有する者をいう。
別表１（実施要領第３条関係）
補助事業

内容

費目

（１）
産学連携による演習・実習等
・企業等の者が外部講師として校内で実施する演習・実習等（設置者が会場を借り上げて実施する場合を含む）

・企業等における現場実習（連携先企業等の事務所、店舗、病院、研究所等の事業現場）

※ただし、対象の学科の分野に関連した演習・実習等に限る
対象

・企業等から招へいする外部講師（現に実務を行っている者に限る）に係る謝礼及び旅費
・現場実習に係る生徒の旅費及び損害保険料（設置者が負担するものに限る）
・演習・実習等に係る消耗品費（教材費及び材料費）
・演習・実習等の実施に係る委託料
・演習・実習等の実施に係る会場借上費

対象外

・契約の形態や呼称の如何を問わず、通常授業に係る講師の報酬及び旅費等
・飲食費

（２）～（３）略

（４）
生徒の修学支援に係る体制整備
・生徒相談室の運営

・SNS等を活用した相談業務の実施
・心身の健康増進、将来設計に関する生徒の知識向上のための研修及びセミナー等の実施
・教員の対応力向上のための研修及びセミナー等の参加並びに専門人材への相談
対象

・専門人材への謝礼及び旅費
・研修及びセミナー等の参加に係る教員の旅費及び参加料（設置者が負担するものに限る）

・生徒相談室等の運営に係る委託料
・研修及びセミナー等の実施に係る会場借上費
対象外

・設置者が直接雇用する専門人材への報酬及び旅費
別表２（実施要領第４条関係）
１　略
優先順位
交付を受けようとする学校
実施する補助事業
２
職業実践専門課程の
認定がある学科をもつ学校
（３）第三者評価の実施・公表
または（４）生徒の修学支援に係る体制整備を含む場合
３
上記以外
４
初めて申請または過去２年間に本補助事業の実績がない学校
（３）第三者評価の実施・公表
または（４）生徒の修学支援に係る体制整備を含む場合
５
上記以外
６
上記以外の学校
（３）第三者評価の実施・公表
または（４）生徒の修学支援に係る体制整備を含む場合
７
上記以外



附則
この要領は、令和８年６月24日から施行し、令和８年度の事業から適用する。
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